
令 和 元 年
10月29日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
こ
ど
も
家
庭
課
）

一

…
…
…
…
…
…

○
告
示

児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
る
費
用
の
額
及
び
納
入
義
務
者
に
対
し
て
支
払
を
命
ず
る
額
に
関

す
る
告
示
の
一
部
改
正
（
障
害
者
支
援
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

公
共
測
量
の
実
施
（
監
理
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

建
築
士
の
免
許
の
取
消
し
（
建
築
指
導
課
）

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
教
委
規
則

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
選
管
告
示

政
治
団
体
の
名
称
等

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

政
治
団
体
の
異
動
事
項

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

規

則

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
十
四
号

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
一
年
山
口
県
規
則
第
十
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
三

臨
時
児
童
扶
養
等
資
金

政
令
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
母
子
臨
時
児
童
扶
養
等
資

金
又
は
政
令
附
則
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
父
子
臨
時
児
童
扶
養
資
金
を
い
う
。

第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

臨
時
児
童
扶
養

等
資
金

政
令
附
則
第
七
条
第
一
項
各
号
又
は
第
八
条
第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
こ
と
を

証
明
す
る
書
類

第
六
条
第
一
項
中
「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
及
び
政
令
附
則
第
七
条
第
五
項
」
を
加
え
る
。

第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
据
置
期
間
の
延
長
）

第
十
三
条
の
二

政
令
附
則
第
七
条
第
六
項
（
政
令
附
則
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
据
置
期
間
の
延
長
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
臨
時
児
童
扶
養
等
資
金
据

置
期
間
延
長
申
請
書
（
別
記
第
十
六
号
様
式
の
二
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
知
事
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

臨
時
児
童
扶
養
等
資
金
の
借
主
の
前
年
の
所
得
の
額
が
児
童
扶
養
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
三
十

六
年
政
令
第
四
百
五
号
）
第
二
条
の
四
第
一
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
未
満
で

あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

二

臨
時
児
童
扶
養
等
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
児
童
が
児
童
扶
養
手
当
法
施
行
令
別
表
第
一
に
定
め

る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
場
合
は
、
当
該
事
実
を
証
す
る
書
類

⚒

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
児
童
扶
養
等
資
金
据
置
期
間
延
長
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た

場
合
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
の
上
、
据
置
期
間
の
延
長
を
す
る
か
ど
う
か
の
決
定
を
し
、
そ
の
結
果

を
書
面
に
よ
り
当
該
申
請
者
に
通
知
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
⟹表
中

「

」
を

小
学
・
中

学
・
高

校
・
大

学
・
高

専
・
専

修
・
各

種
「

」
に

小
学
・
中
学
・
高
校
・
大
学
・
大
学
院
・
高
専
・
専
修
・
各
種

改
め
、
同
様
式
の
⟹裏
中

「

」
を

生
活
保
護
法

の
適
用

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

月
額

円

一
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「

」
に
改
め
、
同
様
式

生
活
保
護
法

の
適
用

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

月
額

円

児
童
扶
養
手
当
証
書
の
記
号
及
び
番
号

第
号

の
注
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
「
児
童
扶
養
手
当
証
書
の
記
号
及
び
番
号
」
欄
は
、
臨
時
児
童
扶
養
等
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
に
の
み
記
入
す
る
こ
と
。

別
記
第
一
号
様
式
の
備
考
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
及
び
別
記
第
三
号
様
式
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め

る
。別

記
第
四
号
様
式
中
「

」
を

大
学

部
科

「

」
に
、
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」

大
学

部
科

大
学
院

修
士
課
程

博
士

に
改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
か
ら
別
記
第
九
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「日
本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規

格

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
号
様
式
中
「1.5パ

ー
セ
ン
ト

」
を
「⚑
パ
ー
セ
ン
ト

」
に
、
「日

本
工
業
規
格

」
を

「日
本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
十
六
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業

規
格

」
に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

第
16号
様
式
の
⚒
（
第
13条
の
⚒
関
係
）

貸
付
決
定
番
号

第
号

決
定
年
月
日

年
月

日
町

経
由

福
祉
事
務
所

臨
時
児
童
扶
養
等
資
金
据
置
期
間
延
長
申
請
書

年
月

日
山
口
県
知
事
様

借
主
住

所
氏

名
㊞

後
見
人
住

所
氏

名
㊞

臨
時
児
童
扶
養
等
資
金
の
据
置
期
間
の
延
長
を
さ
れ
る
よ
う
、
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福

祉
法
施
行
細
則
第
13条
の
⚒
第
⚑
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
関
係
書
類
を
添
え
て
申
請
し
ま
す
。

貸
付
け
の
日

及
び

金
額

年
月

日
円

決
定
償
還
期

間
及
び
方
法

年
月

日
か
ら
年
・
半
年
・
月
賦
／
回

円
ず
つ

回
年

月
日
ま
で

決
定
措
置
期
間

年
月
延

長
申

請
措

置
期

間
年

月

延
長
後
の
償
還

期
間
及
び
方
法

年
月

日
か
ら
年
・
半
年
・
月
賦
／
回

円
ず
つ

回
年

月
日
ま
で

家庭の状況

借
主
と
の

続
柄
氏

名
生
年
月
日
性

別
同
居
・

別
居
の
別

職
業
・
在
学

学
校
・
学
年
月

収
備

考

円

注
１
後
見
人
は
、
借
主
が
父
母
の
な
い
児
童
の
場
合
に
の
み
記
入
す
る
こ
と
。

２
貸
付
け
に
係
る
児
童
が
児
童
扶
養
手
当
法
施
行
令
別
表
第
一
に
定
め
る
程
度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
と

き
は
、
そ
の
旨
を
備
考
欄
に
記
入
す
る
こ
と
。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４
と
す
る
。

二
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別
記
第
十
七
号
様
式
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
八
号
様
式
中

「

」
を

借
主
住

所

氏
名

年
月

日
生

「

」
に

借
主
住

所

氏
名

年
月

日
生

個
人
番
号

改
め
、
同
様
式
の
注
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
「
個
人
番
号
」
欄
は
、
臨
時
児
童
扶
養
等
資
金
の
償
還
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
の
み
、
行
政

手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
２
条
第
５
項
に
規
定
す

る
個
人
番
号
を
記
入
す
る
こ
と
。

別
記
第
十
八
号
様
式
の
備
考
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
九
号
様
式
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
号
様
式
中
「1.5パ

ー
セ
ン
ト

」
を
「⚑

パ
ー
セ
ン
ト

」
に
、
「日

本
工
業
規
格

」
を

「日
本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
二
十
五
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

山
口
県
告
示
第
二
百
五
号

児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
る
費
用
の
額
及
び
納
入
義
務
者
に
対
し
て
支
払
を
命
ず
る
額
に

関
す
る
告
示
（
昭
和
六
十
三
年
山
口
県
告
示
第
五
百
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和

元
年
六
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
元
年
六
月
一
日
に
お
い
て
現
に
障
害
児
入
所
施
設
又
は
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
に
措
置
さ
れ

て
い
る
児
童
等
に
係
る
扶
養
義
務
者
か
ら
徴
収
す
る
費
用
（
以
下
「
徴
収
金
」
と
い
う
。
）
の
額
に
つ

い
て
は
、
当
該
児
童
等
に
係
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
る
費
用
の
額
及
び
納
入

義
務
者
に
対
し
て
支
払
を
命
ず
る
額
に
関
す
る
告
示
別
表
第
二
に
定
め
る
額
が
当
該
児
童
等
に
係
る
改

正
前
の
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
る
費
用
の
額
及
び
納
入
義
務
者
に
対
し
て
支
払
を
命
ず
る

額
に
関
す
る
告
示
別
表
第
一
に
定
め
る
額
（
以
下
「
旧
徴
収
金
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
と
き
は
、

当
該
措
置
が
解
除
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
旧
徴
収
金
額
を
も
っ
て
徴
収
金
の
額
と
す
る
。

令
和
元
年
十
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

「
指
定
医
療
機
関
を
含
む
」
を
「
障
害
児
入
所
施
設
を
除
く
」
に
改
め
、
「
と
し
」
の
下
に
「
、
障

害
児
入
所
施
設
又
は
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
に
措
置
さ
れ
た
児
童
等
に
係
る
扶
養
義
務
者
に
あ
つ
て

は
別
表
第
二
に
定
め
る
額
と
し
」
を
加
え
、
「
別
表
第
二
」
を
「
別
表
第
三
」
に
、
「
別
表
第
三
」
を

「
別
表
第
四
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
「中

国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律

」
を
「中

国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及

び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
⚑
中
「第

314条
の
⚗
第
⚑

項
第
⚑
号
、
同
条
第
⚒
項
及
び

」
を
「第

314条
の
⚗
第
⚑
項
及
び
第
11項

並
び
に

」
に
、
「及

び
第

⚕
条
の
⚔
第
⚖
項

」
を
「、

第
⚕
条
の
⚔
第
⚖
項
及
び
第
⚕
条
の
⚔
の
⚒
第
⚕
項

」
に
改
め
、
同
備
考

⚓
中
「指

定
医
療
機
関
を
含
む

」
を
「障

害
児
入
所
施
設
を
除
く

」
に
改
め
、
同
備
考
⚔
中
「、

障
害

児
入
所
施
設
、
指
定
医
療
機
関

」
を
削
る
。

別
表
第
三
中
「中

国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律

」
を
「中

国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及

び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
四
と
す
る
。

別
表
第
二
中
「中

国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律

」
を
「中

国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及

び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

」
に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
三
と
し
、
別
表
第
一
の
次

に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

二
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別
表
第
⚒

各
月
初
日
の
措
置
児
童
等
の
属
す
る
世
帯
の
階
層
区
分

金
額

Ａ
生
活
保
護
法
に
よ
る
被
保
護
世
帯
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
支
援
給
付
の
受
給
世
帯

円0

Ｂ
Ａ
の
階
層
を
除
き
、
当
該
年
度
分
（
４
月
分
か
ら
６
月
分
ま
で
の
徴

収
金
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
分
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
市
町
村
民
税
の
非
課
税
世
帯

2,200

Ｃ
Ａ
の
階
層
を
除
き
、
当
該
年
度
分
の
市
町
村
民
税
の
課
税
世
帯
で
あ

つ
て
、
そ
の
市
町
村
民
税
の
額
が
均
等
割
の
額
の
み
の
も
の

4,500

Ｄ
⚑
Ａ
及
び
Ｃ
の
階
層
を
除

き
、
当
該
年
度
分
の
市

町
村
民
税
の
課
税
世
帯

で
あ
つ
て
、
そ
の
市
町

村
民
税
の
所
得
割
の
額

が
次
の
区
分
に
該
当
す

る
も
の

12,000円
以
下

6,600

Ｄ
⚒

12,001円
か
ら

30,000円
ま
で

9,000

Ｄ
⚓

30,001円
か
ら

60,000円
ま
で

13,500

Ｄ
⚔

60,001円
か
ら

96,000円
ま
で

18,700

Ｄ
⚕

96,001円
か
ら
189,000円

ま
で

29,000

Ｄ
⚖

189,001円
か
ら
277,000円

ま
で

41,200

Ｄ
⚗

277,001円
か
ら
348,000円

ま
で

54,200

Ｄ
⚘

348,001円
か
ら
465,000円

ま
で

68,700

Ｄ
⚙

465,001円
か
ら
594,000円

ま
で

85,000

Ｄ
10

594,001円
か
ら
716,000円

ま
で

102,900

Ｄ
11

716,001円
か
ら
864,000円

ま
で

122,500

Ｄ
12

864,001円
か
ら
1,056,000円

ま
で

143,800

Ｄ
13

1,056,001円
か
ら
1,238,000円

ま
で

166,600

Ｄ
14

1,238,001円
か
ら
1,439,000円

ま
で

191,200

Ｄ
15

1,439,001円
以
上

そ
の
月
に
お
け
る
そ
の
措

置
児
童
等
に
つ
い
て
支
弁

し
た
費
用
の
額

備
考１
別
表
第
１
の
備
考
１
は
、
こ
の
表
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
備
考
１
中
「
Ｃ
⚑
」
と
あ
る
の

は
「
Ｃ
」
と
、
「
Ｃ
⚒
」
と
あ
る
の
は
「
Ｄ
⚑
か
ら
Ｄ
15ま
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
所
得
割
の
額
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
地
方
税
法
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
次
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

⑴
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
22年

法
律
第
４
号
）
第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地

方
税
法
第
292条

第
１
項
第
８
号
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
（
16歳

未
満
の
者
に
限
る
。
以
下
「
扶
養
親
族
」

と
い
う
。
）
又
は
同
法
第
314条

の
２
第
１
項
第
11号

に
規
定
す
る
特
定
扶
養
親
族
（
19歳

未
満
の
者
に
限

る
。
以
下
「
特
定
扶
養
親
族
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
と
き
は
、
同
号
に
規
定
す
る
額
（
扶
養
親
族
に
係
る
も

の
又
は
特
定
扶
養
親
族
に
係
る
も
の
（
扶
養
親
族
に
係
る
額
に
相
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
に

同
法
第
314条

の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
所
得
割
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
す
る
。

⑵
措
置
児
童
等
の
属
す
る
世
帯
の
扶
養
義
務
者
が
指
定
都
市
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第

252条
の
19第
１
項
の
指
定
都
市
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、

当
該
扶
養
義
務
者
を
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
と
み
な
す
。

⑶
地
方
税
法
第
292条

第
１
項
第
11号

イ
中
「
夫
と
死
別
し
、
若
し
く
は
夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い

な
い
者
又
は
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で

母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
い
て
同
号
イ
に

該
当
す
る
者
又
は
同
法
第
292条

第
１
項
第
12号

中
「
妻
と
死
別
し
、
若
し
く
は
妻
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を

し
て
い
な
い
者
又
は
妻
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら

な
い
で
父
と
な
つ
た
男
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
い
て
同

号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
次
の
ア
又
は
イ
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

ア
地
方
税
法
第
295条

第
１
項
（
第
２
号
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
民
税

が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
で
あ
る
場
合
は
、
所
得
割
の
額
は
零
と
す
る
。

イ
ア
に
該
当
す
る
者
以
外
の
者
で
あ
る
場
合
は
、
地
方
税
法
第
314条

の
２
第
１
項
第
８
号
に
規
定
す
る

額
（
同
条
第
３
項
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
額
）
に
同
法
第
314条

の
３
第
１
項

に
規
定
す
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
す
る
。

３
こ
の
表
に
お
い
て
「
措
置
児
童
等
」
と
は
、
障
害
児
入
所
施
設
又
は
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
に
措
置
さ
れ

た
児
童
等
を
い
う
。

４
別
表
第
１
の
備
考
５
か
ら
７
ま
で
は
、
こ
の
表
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
備
考
７
中
「
措
置

さ
れ
、
又
は
委
託
さ
れ
て
い
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
措
置
さ
れ
て
い
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
す
る
。
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公

告

（
一
五
二
）
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
口
県
知
事
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
り
ま

し
た
。令

和
元
年
十
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
数
値
地
形
図
デ
ー
タ
作
成
）

二

作
業
の
地
域

長
門
市
油
谷
伊
上
、
油
谷
河
原
及
び
油
谷
久
富
地
内

三

作
業
の
期
間

令
和
元
年
十
月
三
日
か
ら
令
和
二
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

（
一
五
三
）
建
築
士
の
免
許
の
取
消
し

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
建

築
士
の
免
許
を
取
り
消
し
ま
し
た
。

令
和
元
年
十
月
二
十
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

氏

名

二
級
建
築
士
又
は

木
造
建
築
士
の
別

登
録
番
号

免
許
取
消
年
月
日

免
許
の
取
消
し
の
理
由

花
岡

修
治

二
級
建
築
士

第
三
七
〇
八
号

令
和
元
、
一
〇
、
一
八

死
亡

教
育
委
員
会

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
月
二
十
九
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
⚑
の
表
山
口
県
立
周
防
大
島
高
等
学
校
の
項
中
「
70」
を
「
60」
に
、
「
35」
を
「
30」
に

改
め
、
同
表
山
口
県
立
高
森
高
等
学
校
の
項
中
「
105」
を
「
90」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
岩
国
商

業
高
等
学
校
の
項
中
「
70」
を
「
60」
に
、
「
35」
を
「
30」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
柳
井
高
等
学

校
の
項
中
「
150」
を
「
140」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
田
布
施
農
工
高
等
学
校
の
項
中
「
35」
を

「
30」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
光
高
等
学
校
の
項
及
び
山
口
県
立
光
丘
高
等
学
校
の
項
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。
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山
口
県
立
光
高
等
学
校

光
市
本

校
普
通
科

３
160

夜
普
通
科
３
又
は

４

40

総
合
学

科
３

80

山
口
県
立
光
丘
高
等
学
校

光
市
本

校
総
合
学

科
３

−
全
日
制
課
程
総
合
学
科
は
、
令

和
２
年
度
か
ら
生
徒
募
集
を
停

止
す
る
。

別
表
の
⚑
の
表
山
口
県
立
下
松
高
等
学
校
の
項
中
「
200」
を
「
160」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
防

府
西
高
等
学
校
の
項
中
「
150」
を
「
140」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
山
口
高
等
学
校
の
項
中
「
280」

を
「
260」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
山
口
農
業
高
等
学
校
の
項
中

「

40」
を

「

35」
に
改

40

35

40

35

40

35

40

40

め
、
同
表
山
口
県
立
宇
部
中
央
高
等
学
校
の
項
中
「
140」
を
「
150」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
宇
部

工
業
高
等
学
校
の
項
中
「
35」
を
「
40」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
小
野
田
高
等
学
校
の
項
中
「
140」

を
「
160」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
萩
商
工
高
等
学
校
の
項
中
「
35」
を
「
30」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
元
年
十
月
二
十
九
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

政
治
団
体
の

名
称

代
表

者
会
計
責
任

者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

そ
の
他
の

事
項

備
考

（
届
出

年
月
日 ）

氏
名
公
職
の
種
類

立
憲
民
主
党

山
口
県
第
３

区
総
支
部

坂
本
史
子
衆
議
院
議
員
藤
本
エ
イ
子
宇
部
市
錦
町
９
番
４
号

政
治
資
金
規

正
法
第
19条

の
７
第
１
項

第
１
号
に
係

る
国
会
議
員

関
係
政
治
団

体

令
和
元
、
６
、
27

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
政
治
団
体
の
異
動
事
項
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
元
年
十
月
二
十
九
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

中

一

郎

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏
名

異
動
事
項

異
動

内
容

備
考

(

)

異
動

年
月
日

新
旧

国
民
民
主
党
山
口
県
総
支
部
連

合
会

加
藤
寿
彦
代
表
者
加
藤
寿
彦

西
嶋
裕
作

令
和
元
、

６
、
８

大
西
倉
雄
後
援
会

岩
田
啓
靖
〃

岩
田
啓
靖

上
田
洋
一

〃
〃
18

事
務
所
長
門
市
東
深
川

2542の
３

長
門
市
日
置
上

5735

か
わ
い
美
和
子
後
援
会

安
田
永
一
〃

周
南
市
本
町
１

丁
目
25

光
市
和
田
町
９

番
10号

〃
〃
１

自
由
福
祉
党

佐
々
木
信
夫
名

称
自
由
福
祉
党

安
岡
沖
洋
上
風

力
発
電
建
設
に

反
対
す
る
地
域

政
党

〃
〃
28

も
り
し
げ
哲
也
後
援
会

森
繁
陽
介
会
計
責
任
者
成
田
佳
子

古
屋
武
彦

〃
〃
３

山
口
県
行
政
書
士
政
治
連
盟

杉
山
久
美
子
代
表
者
杉
山
久
美
子

髙
杉
千
河
生

〃
５
、
25
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会
計
責
任
者
原
田
和
弘

小
田
撒
次
郎

〃
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